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議案第６７号  

　　　射水市市税条例の一部改正について 

　射水市市税条例の一部を次のように改正する。 

令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市市税条例の一部を改正する条例 

　射水市市税条例（平成１７年射水市条例第７８号）の一部を次のように改正

する。 

　第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

　　　附　則  

　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第６８号 

　　　射水市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

　射水市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

射水市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

射水市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年射水市条例第１３５

号）の一部を次のように改正する。  

目次中「第１６条」を「第１６条・第１７条」に改める。  

第１６条を第１７条とし、第５章中同条の前に次の１条を加える。  

　（射水市災害弔慰金等支給審査委員会）  

第１６条　災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を審議するた

め、射水市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２　委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから市

長が委嘱し、又は任命する。  

３　前項に定めるもののほか、委員会の組織、所掌事務及び委員その他の構成

員並びにその運営関し必要な事項は、市長が定める。  

　　　附　則  

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６９号 

　　　射水市国民健康保険条例の一部改正について 

　射水市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号  

　　　射水市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

射水市国民健康保険条例（平成１７年射水市条例第１５４号）の一部を次の

ように改正する。 

第１１条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又

は同条第３項若しくは第４項の規定により、被保険者証の返還を求められてこ

れに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

　　　附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２

６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における

この条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。  
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議案第７０号 

　　　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の 

提供に関する条例の一部改正について 

　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を次のように改正する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の 

提供に関する条例の一部を改正する条例 

　射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年射水市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

　別表２の１の項を次のように改める。 

 

 

 

 

 １　市長 射水市子ども医療費助成に

関する条例による子どもの

医療費助成に関する事務

住民票関係情報

 医 療 保 険 給 付 関 係

情報

 ３　市長 射水市ひとり親家庭等医療

費助成に関する条例による

地方税関係情報

 住民票関係情報

別表２の３の項を次のように改める。
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　別表２の７の項を次のように改める。 

　別表２の２４の項を次のように改める。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７　市長 射水市重度心身障害者等医

療費助成に関する条例によ

る重度心身障害者等の医療

費助成に関する事務

地方税関係情報

 住民票関係情報

 医 療 保 険 給 付 関 係

情報

 ２４　市長 射水市妊産婦医療費助成に

関する条例による妊産婦の

医療費助成に関する事務

地方税関係情報

 住民票関係情報

 医 療 保 険 給 付 関 係

情報

 ひとり親等の医療費助成に

関する事務

医 療 保 険 給 付 関 係

情報
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議案第７１号 

　　　射水市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

　射水市病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第　　号 

　　　射水市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

　射水市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年射水市条例第１５６号）

の一部を次のように改正する。 

　第３条第２項に次の１号を加える。 

　（１５）　リハビリテーション科 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７２号  

　　　字の区域の変更及び廃止について  

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本

市内の字の区域を別紙のとおり変更し、及び廃止する。  

なお、その効力は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３

条第４項の規定による射水市本開発地区土地区画整理事業の換地処分の公告

があった日の翌日から生ずるものとする。  

　　令和６年８月３０日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　  
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（別　紙）  

１　字の区域の変更に関するもの  

　上記の区域内にある市有地の全部を含む。  

 

　上記の区域内にある市有地の全部を含む。  

 

 

 

 

 

 

 

市町村名
従前の大字の区域を変更し、大字「本開発」に編入する区域

 大字名 字名 地　　番

 射水市 今井 ９の１の一部、１０～１５の各一部

 新開発 ３５８の３の一部

 

市町村名

従前の大字、字の区域を変更し、大字「新開発」に編入する区

域

 大字名 字名 地　　番

 射水市 本開発 石田 １０８０、１０８４、１０８５、１０９１、

１０９４の２、１０９４の４、１０９５の２

の各一部、１０９５の５、１０９６の２の一

部、１０９６の４、１０９８の２の一部、１

０９８の４の一部

 本開発 下ノ田 １３３３の３の一部
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　上記の区域内にある市有地の全部を含む。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村名
従前の大字、字の区域を変更し、大字「今井」に編入する区域

 大字名 字名 地　　番

 射水市 本開発 石田 ７９５の２、７９７の２、７９７の７、１０

９４の２、１０９４の４、１０９０の各一部

 新開発 １９０の１、１９０の２、１９１の１の一部、

１９１の２の一部
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２　字の区域の廃止に関するもの  

 

市町村名 大字名
従前の字の区域を廃止する区域

 字名 地　　番

 射水市 本開発 下ノ田 １１００～１１０２、１１０３の１、１１０

３の２、１１０４の１、１１０４の２、１１

０５、１１０６、１１０７の１、１１０７の

２、１１０８、１１０９、１１１０の１、１

１１０の２、１１１１、１１１２、１１１３

の１、１１１３の２、１１１４～１１４２、

１１４３の２、１１４４の２、１１５１の６

～１１５１の９、１３３１の１、１３３３の

１、１３３３の３の一部、１３３８、１３４

１の１、１３４１の３、１３４２の１、１３

４２の３、１３４３の１、１３４３の３、１

３４４の１、１３４４の３、１３４５の１、

１３４５の３、１３４６の１、１３４６の３、

１３４７の１、１３４７の３、１３４８の１、

１３４８の３、１３５１の１、１３５１の３、

１３５２の１、１３５２の３、１３５５の１、

１３５５の３、１３５６の１、１３５６の３、

１３５９の１、１３５９の３、１３６０の１、

１３６０の２、１３６０の５、１３６０の６、

１３６２の１～１３６２の４、１３６３、１

３６４、１３６５の１、１３６５の３、１３
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 ６６の１、１３６６の３、１３６７、１３６

８、１３６９の１、１３６９の３、１３７１

の１～１３７１の４、１３７２の１、１３７

２の２、１３７３の１、１３７３の２、１３

７３の５、１３７３の６、１３７４の１、１

３７４の３

 本開発 石田 ７９５の２の一部、７９７の２の一部、７９

７の７の一部、８００の１、８００の３、８

０８、８１５、８１６の１、８１８の１、８

２０の１、８２２の１、８２３の１、８２３

の２、８２４の１、８２４の２、８２５の１、

８２５の２、８２６～８４８、８４９の１、

８５０の１、８５１～８５４、８５５の１、

８５６～８５８、８５９の１、８６０～８６

２、８６３の１、８６４の１、８６５、８６

６、８６７の１、８６８の１、８６９、８７

０、８７１の１、８７２の１、８７４、８７

５、８７６の１、８７７の１、８７７の２、

８７８の１、８７８の２、８７９～８８３、

８８４の１、８８５の２、８８６、８８７の

１、８８８の１、８８８の２、８８９～８９

６、８９８～９００、９０１の１、９０２の

１、９０２の３、９０３の１、１０４９の２、

１０５１の１、１０５２、１０５３の２、１
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　上記の区域内にある市有地の全部を含む。  

 ０５６、１０５７の１～１０５７の４、１０

５８、１０５９、１０６０の１～１０６０の

３、１０６１の１～１０６１の３、１０６２

の１～１０６２の３、１０６３の１～１０６

３の５、１０６４、１０６５の１～１０６５

の３、１０６６の１、１０６６の２、１０６

７、１０６８の１～１０６８の３、１０６９、

１０７０の１～１０７０の３、１０７１、１

０７２の１～１０７２の５、１０７３～１０

７９、１０８０の一部、１０８１～１０８３、

１０８４の一部、１０８５の一部、１０８６

～１０８８、１０８９の１、１０８９の２、

１０９０の一部、１０９１の一部、１０９２、

１０９３、１０９４の１、１０９４の２の一

部、１０９４の３、１０９５の１、１０９５

の２の一部、１０９５の３、１０９５の４、

１０９５の６、１０９６の１、１０９６の２

の一部、１０９６の３、１０９７の１、１０

９７の２、１０９８の１、１０９８の２の一

部、１０９８の３、１０９８の４の一部、１

０９９の１、１０９９の２

 本開発 前田 ７４３の２、７４３の４、７４８の１、７４

８の３、７５２の１、７５２の３、７５４の

２、７５４の４
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議案第７３号 

　　　動産の取得について 

凍結防止剤散布車の購入について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５０号）第３条の規定により

議会の議決を求める。 

記  

１　名　　　　称　　凍結防止剤散布車 

２　数　　　　量　　２台 

３　取 得 の 方 法　　指名競争入札による契約 

４　取 得 価 格　　４３，１２０，０００円 

（うち消費税等３，９２０，０００円） 

５　契約の相手方　富山市下冨居二丁目１３番８１号 

　　　　　　　　　　株式会社三越 

　　　　　　　　　　　代表取締役社長　佐々木　智章 

 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　  

 

 

 

 

 

 

 



14

議案第７４号 

　　　動産の取得について  

　消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の購入について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５０号）第３条

の規定により議会の議決を求める。  

記  

１　名　　　　称　　消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）  

２　数　　　　量　　１台  

３　取 得 の 方 法　　指名競争入札による契約  

４　取 得 価 格　　２０，６８０，０００円  

（うち消費税等１，８８０，０００円）  

５　契約の相手方　　富山市牛島新町４番１０号  

　　　　　　　　　　　株式会社モリタ富山営業所  

　　　　　　　　　　　　所長　土居　典生  

 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 
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議案第７５号 

　　　射水市フットボールセンター災害復旧工事請負契約について　  

　令和６年８月９日に制限付き一般競争入札に付した射水市フットボールセ

ンター災害復旧工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び射水市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例

第５０号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記  

１　契 約 の 目 的　　射水市フットボールセンター災害復旧工事 

２　契 約 の 方 法　　制限付き一般競争入札による契約 

３　契 約 金 額　　５３０，２００，０００円 

　　　　　　　　　　　（うち消費税等４８，２００，０００円） 

４　契約の相手方　　佐藤工業・牧田組・四方組射水市フットボールセンター

災害復旧工事共同企業体 

代表者　富山市桜木町１番１１号 

　　　　佐藤工業株式会社北陸支店 

　　　　常務執行役員支店長　川島　康広 

構成員　射水市庄西町一丁目１８番３３号 

株式会社牧田組 

代表取締役社長　牧田　和樹 

構成員　射水市作道６８５番地２ 

株式会社四方組 

代表取締役　井坂　理恵子 

 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　  
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議案第７６号  

令和５年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい  

　　　て  

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、

令和５年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金５２２，８７０，３２３  円

のうち２５９，０００，０００円を資本金に組み入れるとともに、２６３，０

００，０００円を減債積立金に積み立て、残余を繰り越すものとする。  

　　令和６年８月３０日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　 
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議案第７７号　 

令和５年度射水市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、

令和５年度射水市下水道事業会計未処分利益剰余金７９４，９１０，９３２円

のうち４４１，３２７，３４５円を資本金に組み入れるとともに、３５３，０

００，０００円を減債積立金に積み立て、残余を繰り越すものとする。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　射水市長　夏　野　元　志　 
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報告第１２号 

　　　専決処分の報告について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

記  

和解及び損害賠償額の決定 

 専決処分

番     号 専決処分年月日 専決処分の内容

 

１１ 令和６年５月２１日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　　　　５０パーセント 

　　　　　　　　　相手方　　５０パーセント 

損害賠償額　市　　　　４，４００円 

　　　　　　　　　相手方　　４，４００円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市外在住１名 

３　事由 

　　　市道雑木による車両破損事故 

　　　　発生日　令和６年３月２５日 

　　　　場　所　射水市奈呉の江地内

 

１２ 令和６年６月５日

１　和解及び損害賠償の内容  
　　　責任割合　　市　　　　１０パーセント  
　　　　　　　　　相手方　　９０パーセント  
　　　損害賠償額　市　　　　３６，８２９円  
　　　　　　　　　相手方　３６２，１７２円  
２　和解及び損害賠償の相手方  
　　　射水市内１法人  
３　事由  
　　　公用車と相手方車両の接触等事故  
　　　　発生日　令和５年１２月２２日  
　　　　場　所　射水市八塚地内
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 専決処分

番     号 専決処分年月日 専決処分の内容

 

１３ 令和６年５月２８日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　　７８，１００円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市在住１名 

３　事由 

　　　除雪車による物損事故 

　　　　発生日　令和５年１２月２３日 

　　　　場　所　射水市庄西町一丁目地内

 

１４ 令和６年６月４日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　１００パーセント 

損害賠償額　市　５７０，１８７円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市内１法人 

３　事由 

　　　除雪車による物損事故 

　　　　発生日　令和５年１２月２３日 

　　　　場　所　射水市本江地内

 

１５ 令和６年６月２７日

１　和解及び損害賠償の内容  
　　　責任割合　　市　１００パーセント  

損害賠償額　市　５５，６６０円  
２　和解及び損害賠償の相手方  
　　　射水市在住１名  
３　事由  
　　　刈払機での除草作業に伴う飛び石による  

車両破損事故  
　　　　発生日　令和６年６月６日  
　　　　場　所　射水市立小杉小学校

 

１６ 令和６年７月２５日

１　和解及び損害賠償の内容  
　　　責任割合　　市　１００パーセント  

損害賠償額　市　１０７，７４５円  
２　和解及び損害賠償の相手方  
　　　射水市在住１名  
３　事由  
　　　消防ポンプ自動車による車両破損事故  
　　　　発生日　令和６年６月１６日  
　　　　場　所　射水市島地内
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 専決処分

番     号 専決処分年月日 専決処分の内容

 

１７ 令和６年５月１５日

１　和解及び損害賠償の内容 

　　　責任割合　　市　　　　６０パーセント 

　　　　　　　　　相手方　　４０パーセント 

損害賠償額　市　　　　２６，７３０円 

　　　　　　　　　相手方　　１７，８２０円 

２　和解及び損害賠償の相手方 

　　　射水市在住１名 

３　事由 

　　　市道舗装穴による車両破損事故 

　　　　発生日　令和６年４月１日 

　　　　場　所　射水市大江地内

 

１８ 令和６年８月９日

１　和解及び損害賠償の内容  
　　　責任割合　　市　１００パーセント  

損害賠償額　市　１２４，５０９円  
２　和解及び損害賠償の相手方  
　　　射水市外在住１名  
３　事由  
　　　刈払機での除草作業に伴う飛び石による  

車両破損事故  
　　　　発生日　令和６年６月１９日  
　　　　場　所　射水市立大島小学校
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報告第１３号 

　　　令和５年度射水市健全化判断比率の報告について 

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３

条第１項の規定により、令和５年度決算に基づく健全化判断比率を、別紙監査

委員の意見を付けて報告する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

記 

　健全化判断比率 

（単位：％） 

備考 

　１　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率

が算定されない場合は、「－」を記載 

　２　括弧内は、本市の早期健全化基準 

 
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

 ―  

（１２．０２）

―  

（１７．０２）

９．３  

（２５．０）

６１．７  

（３５０．０）
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報告第１４号 

　　　令和５年度射水市資金不足比率の報告について 

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２

２条第１項の規定により、令和５年度決算に基づく資金不足比率を、別紙監査

委員の意見を付けて報告する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 

記 

　資金不足比率 

備考　上記、いずれの会計も経営健全化基準は、２０．０％ 

 

 特別会計の名称 資金不足比率（％）

 水道事業会計 資金不足額なし

 下水道事業会計 資金不足額なし

 病院事業会計 資金不足額なし



射  監  第 ８０ 号　　 

令和６年８月２８日　　 

 

 

　射水市長　夏　野　元　志　殿 

射水市監査委員　村　上　欽　哉 

射水市監査委員　折　橋　清　弘 

射水市監査委員　中　川　一　夫 

令和５年度射水市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見の提出 

について 

 

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

より審査に付された、令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにそ

れらの算定の基礎となる事項を記載した書類をそれぞれ審査した結果について、次のとお

り意見を提出します。 

（　別　紙　）
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令和５年度射水市健全化判断比率の審査意見 
 

 
１　審査の対象 
　　令和５年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類 
 
２　審査の期間 
　　令和６年７月１９日から令和６年８月１９日まで 
 
３　審査の方法 
　　市長から提出された令和５年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 
 
４　審査の結果 

審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも適正であると認められた。 
 
健全化判断比率　         　　　　　　　　　　　　　  　（単位：％） 

（注）「―」の表示は、赤字がないことを表している。 
 

５　審査の意見 
　　令和５年度の健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率とも前年度に続き

赤字は発生しておらず、いずれも早期健全化基準と比較すると良好な状態にあると認め

られる。 
また、実質公債費比率は 9.3％で前年度（9.2％）に比べ 0.1 ポイント高くなっており、

将来負担比率は 61.7％で前年度（67.0％）に比べ 5.3 ポイント低くなっており、いずれ

も早期健全化基準と比較すると良好な状態にあると認められる。 
　　今後とも、各比率の算定の基礎となる数値の推移に留意し、引き続き健全な財政運営

に努められたい。 

 区　　　分 健全化判断比率 早期健全化基準

 
実質赤字比率 ―   １２．０２

 
連結実質赤字比率    ―  １７．０２

 
実質公債費比率 ９．３    ２５．０

 
将来負担比率 ６１．７   ３５０．０
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令和５年度射水市資金不足比率の審査意見 
 
 

１　審査の対象 
　　令和５年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類 
 
２　審査の期間 
　　令和６年６月１７日から令和６年８月１９日まで 
 
３　審査の方法 
　　市長から審査に付された令和５年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 
 
４　審査の結果 
　審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正であると認められた。 
 

　 資金不足比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（単位：％） 

　　（注）「―」の表示は、資金不足がないことを表している。 
 
５　審査の意見 
　　令和５年度も対象の公営企業３会計すべてにおいて資金不足額が発生しておらず、経

営健全化基準と比較すると良好な状態にあると認められる。 
今後、ますます厳しい経営状況になることが見込まれることから、引き続き、資金不

足比率の算定の基礎となる数値の推移に留意し、健全な財政運営に努められたい。 

 会　計　名 資金不足比率 経営健全化基準

 
水道事業会計 　　　― 　　２０．０

 
下水道事業会計 　　　― 　　２０．０

 
病院事業会計 　　　― 　　２０．０
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認定第  １  号  

　　　令和５年度射水市一般会計歳入歳出決算認定について  

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和５年度射水市一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり、監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。  

　　令和６年８月３０日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　  
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認定第  ２  号  

　　　令和５年度射水市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定  

について  

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和５年度射水市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり、監査

委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

　　令和６年８月３０日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　  
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認定第  ３  号  

　　　令和５年度射水市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認  

定について  

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和５年度射水市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり、監

査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

　　令和６年８月３０日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　  
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認定第  ４  号  

　　　令和５年度射水市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ  

いて  

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令

和５年度射水市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり、監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。  

　　令和６年８月３０日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　  
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認定第  ５  号  

　　　令和５年度射水市水道事業会計決算認定について  

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和５年度射水市水道事業会計決算を別冊のとおり、監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。  

　　令和６年８月３０日　提　　出  

射水市長　夏　野　元　志　  
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認定第 ６ 号　 

　　　令和５年度射水市下水道事業会計決算認定について 

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和５年度射水市下水道事業会計決算を別冊のとおり、監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 
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認定第 ７ 号　 

　　　令和５年度射水市病院事業会計決算認定について 

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和５年度射水市病院事業会計決算を別冊のとおり、監査委員の意見を付けて

議会の認定に付する。 

　　令和６年８月３０日　提　　出 

射水市長　夏　野　元　志　 


